
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令
第
四
十
一
号

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
七

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
光
学
セ
ン
サ
ー
　
紫
外
、
可
視
光
、
近
赤
外
又
は
中
間
赤
外
領
域
の
電
磁
波
を
検
出
す
る
セ
ン
サ
ー
を
い

う
。
た
だ
し
、
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
を
除
く
。

二
　
Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
　
電
波
領
域
の
電
磁
波
を
検
出
す
る
セ
ン
サ
ー
の
う
ち
、
電
波
を
観
測
対
象
に
照
射
し
、

散
乱
さ
れ
た
電
波
を
受
信
し
た
後
に
レ
ン
ジ
圧
縮
処
理
（
受
信
信
号
と
送
信
信
号
か
ら
得
ら
れ
る
参
照
信
号
と

で
相
関
処
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
ン
ジ
方
向
（
電
磁
波
の
照
射
方
向
を
い
う
。
）
の
対
象
物
判
別
精
度
を

向
上
さ
せ
る
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
ア
ジ
マ
ス
圧
縮
処
理
（
受
信
信
号
に
合
成
開
口
処
理
（
地
球

周
回
人
工
衛
星
の
飛
行
に
伴
う
受
信
信
号
の
ド
ッ
プ
ラ
ー
効
果
の
利
用
に
よ
り
大
開
口
セ
ン
サ
ー
と
同
様
の
対

象
物
判
別
精
度
を
得
る
処
理
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
で
、
ア
ジ
マ
ス
方
向
（
地
球
周
回
人
工
衛
星
の
進
行
方

向
を
い
う
。
）
の
対
象
物
判
別
精
度
を
向
上
さ
せ
る
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
施
し
て
画
像
を
得
る
も
の

を
い
う
。

三
　
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
　
紫
外
、
可
視
光
、
近
赤
外
及
び
中
間
赤
外
領
域
で
四
十
九
以
上
の
波
長

帯
の
電
磁
波
を
検
出
す
る
セ
ン
サ
ー
を
い
う
。

四
　
熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
　
熱
赤
外
領
域
の
電
磁
波
を
検
出
す
る
セ
ン
サ
ー
を
い
う
。

五
　
生
デ
ー
タ
　
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

イ
　
光
学
セ
ン
サ
ー
、
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
又
は
熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
か
ら
の
検
出
情
報
電
磁
的
記

録
に
、
ラ
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
（
セ
ン
サ
ー
感
度
特
性
（
経
年
変
化
を
含
む
。
）
を
補
正
す
る
た
め
の
処

理
を
い
い
、
光
学
セ
ン
サ
ー
及
び
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
に
あ
っ
て
は
、
太
陽
の
位
置
及
び
角
度

の
影
響
並
び
に
大
気
の
条
件
に
よ
る
放
射
量
の
ゆ
が
み
を
補
正
す
る
た
め
の
処
理
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
（
地
球
周
回
人
工
衛
星
の
移
動
、
地
球
の
自
転
及
び
湾
曲
、
セ
ン
サ
ー
の
素
子

配
列
並
び
に
観
測
時
の
地
球
周
回
人
工
衛
星
セ
ン
サ
ー
の
位
置
、
姿
勢
、
振
動
及
び
熱
に
よ
る
画
像
の
幾
何

学
的
な
ゆ
が
み
を
補
正
す
る
た
め
の
処
理
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

ロ
　
Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
か
ら
の
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
に
、
レ
ン
ジ
圧
縮
処
理
及
び
ア
ジ
マ
ス
圧
縮
処
理
並
び

に
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

六
　
標
準
デ
ー
タ
　
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

イ
　
前
号
イ
の
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
に
、
ラ
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
又
は
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
が
さ
れ
た

も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

（１）
　
メ
タ
デ
ー
タ
（
地
球
周
回
人
工
衛
星
名
、
セ
ン
サ
ー
名
、
記
録
日
時
、
記
録
時
の
地
球
周
回
人
工
衛
星

位
置
、
観
測
モ
ー
ド
、
ポ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
角
そ
の
他
の
地
球
周
回
人
工
衛
星
の
概
要
の
情
報
を
い
う
。
ロ

（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
付
随
し
て
い
な
い
も
の

（２）
　
被
写
体
の
輪
郭
抽
出
そ
の
他
の
高
度
な
情
報
処
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ラ
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
又

は
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
が
さ
れ
た
も
の
の
状
態
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

ロ
　
前
号
ロ
の
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
に
、
レ
ン
ジ
圧
縮
処
理
及
び
ア
ジ
マ
ス
圧
縮
処
理
又
は
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ

ク
処
理
が
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

（１）
　
メ
タ
デ
ー
タ
が
付
随
し
て
い
な
い
も
の

（２）
　
被
写
体
の
輪
郭
抽
出
そ
の
他
の
高
度
な
情
報
処
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
レ
ン
ジ
圧
縮
処
理
及
び
ア
ジ

マ
ス
圧
縮
処
理
又
は
ジ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
処
理
が
さ
れ
た
も
の
の
状
態
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
も
の

七
　
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
　
次
条
に
掲
げ
る
セ
ン
サ
ー
の
区
分
が
同
一
で
あ

り
、
か
つ
、
構
造
及
び
性
能
が
類
似
の
も
の
で
、
一
体
的
に
運
用
す
る
複
数
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装

置
を
い
う
。

（
法
第
二
条
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
セ
ン
サ
ー
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
光
学
セ
ン
サ
ー
　
対
象
物
判
別
精
度
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
　
対
象
物
判
別
精
度
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
　
対
象
物
判
別
精
度
が
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
か
つ
、
検
出
で
き

る
波
長
帯
が
四
十
九
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
　
対
象
物
判
別
精
度
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
二
条
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

区
分

基
準

一

　

生

デ

ー
タ

イ
　
光
学
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

っ
て
、
記
録
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
三
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
っ
て
、
記
録
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
十
メ

ー
ト
ル
以
下
か
つ
検
出
で
き
る
波
長
帯
が
四
十
九
を
超
え
、
か
つ
、
記
録
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ニ
　
熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
っ
て
、
記
録
さ
れ
て
か
ら
五
年
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

　

標

準

デ

ー

タ

イ
　
光
学
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
五
メ

ー
ト
ル
以
下
で
あ
っ
て
、
検
出
で
き
る
波
長
帯
が
四
十
九
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
物
判
別
精
度
が
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
提
供
の
禁
止
の
命
令
の
対
象
と
な
る
衛

星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
に
係
る
法
第
二
条
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
。

（
許
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
（
当
該
許
可
の
申
請
に
係
る
衛
星
リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
が
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、

様
式
第
一
の
二
）
に
よ
る
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
（
本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）

（２）
　
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

1



（３）
　
使
用
人
（
第
五
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
死
亡
時
代
理
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ｂ
　
当
該
使
用
人
に
あ
っ
て
は
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
当
該
死
亡
時
代
理
人
に
あ
っ
て
は

法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

ロ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（２）
　
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

（３）
　
法
第
五
条
第
五
号
の
役
員
（
第
九
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
役
員
」
と
い
う
。
）
及
び
使
用

人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ｂ
　
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

二
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
種
類
、
構
造
及
び
性
能
が
記
載
さ
れ
た
書
類

三
　
操
作
用
無
線
設
備
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
操
作
用
無
線
設
備
等
の
場
所
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
こ
れ
ら
の
管
理
方
法
が
記
載
さ
れ
た
書
類

ロ
　
申
請
者
以
外
の
者
が
操
作
用
無
線
設
備
等
の
管
理
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
管
理
を
行
う
者
に
係
る
次
に

掲
げ
る
書
類

（１）
　
当
該
管
理
を
行
う
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ｂ
　
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

（２）
　
当
該
管
理
を
行
う
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

ｂ
　
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

四
　
受
信
設
備
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
信
設
備
の
場
所
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
こ
れ
ら
の
管
理
方
法
が
記
載
さ
れ
た
書
類

ロ
　
申
請
者
以
外
の
者
が
受
信
設
備
の
管
理
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
管
理
を
行
う
者
に
係
る
法
第
二
十
一
条

第
四
項
の
認
定
証
の
写
し

五
　
第
七
条
に
定
め
る
措
置
に
関
す
る
書
類

六
　
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
法
第
五
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
四
条
の
二
　
法
第
五
条
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ

ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
使
用
人
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で
あ
っ
て
、
当
該

申
請
者
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
業
務
に
関
す
る
権
限
及
び
責
任
を
有
す
る
者
と
す

る
。

（
法
第
六
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
申
請
者
以
外
の
者
が
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
法
第
八
条
に
定
め
る
不
正
な
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

ロ
　
法
第
十
五
条
に
定
め
る
終
了
措
置

二
　
操
作
用
無
線
設
備
等
及
び
受
信
設
備
が
次
の
国
又
は
地
域
に
所
在
し
な
い
こ
と
。

イ
　
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
。
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三

の
二
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
地
域

ロ
　
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
お
い
て
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
を
脅
か
す
事
態

の
発
生
に
責
任
を
有
す
る
と
さ
れ
た
国
又
は
地
域

三
　
法
第
九
条
の
機
能
停
止
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
六
条
第
二
号
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
七
条
　
法
第
六
条
第
二
号
及
び
第
二
十
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
衛
星
リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

衛
星
リ
モ
ー
ト

セ
ン
シ
ン
グ
記

録
の
区
分

措
置

一
　
生
デ
ー
タ
イ
　
組
織
的
安
全
管
理
措
置

（
一
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
安
全
管
理
に
係
る
基
本
方
針
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（
二
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
者
の
責
任
及
び
権
限
並
び
に
業
務
を
明
確
に

し
て
い
る
こ
と
。

（
三
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
発
生
時
に
お
け
る
事
務
処
理

体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
四
）
　
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
規
程
の
策
定
及
び
実
施
並
び
に
そ
の
運
用
の
評
価
及
び
改
善
を
行

っ
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
人
的
安
全
管
理
措
置

（
一
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
者
が
、
法
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
こ
と
。

（
二
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
者
が
、
そ
の
業
務
上
取
り
扱
う
衛
星
リ
モ
ー

ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
公

表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
、
当
該
業
務
の
適
切
な
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら

れ
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ

と
。

（
三
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
者
に
対
す
る
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
行
っ

て
い
る
こ
と
。

ハ
　
物
理
的
安
全
管
理
措
置

（
一
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
施
設
設
備
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
。

（
二
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
施
設
設
備
へ
の
立
入
り
及
び
機
器
の
持
込
み

を
制
限
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

（
三
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
電
子
計
算
機
及
び
可
搬
記
憶
媒
体
（
電
子
計

算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
に
挿
入
し
、
又
は
接
続
し
て
情
報
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
媒
体
又
は

機
器
の
う
ち
、
可
搬
型
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
そ
の
盗
難
、
紛

失
そ
の
他
の
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
電
子
計
算
機
の
端
末
を
ワ
イ
ヤ
で
固
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の

必
要
な
物
理
的
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
技
術
的
安
全
管
理
措
置

（
一
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
施
設
設
備
に
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
。

（
二
）
　
可
搬
記
憶
媒
体
の
電
子
計
算
機
又
は
そ
の
周
辺
機
器
へ
の
接
続
の
制
限
に
関
す
る
措
置
を
講

じ
て
い
る
こ
と
。

（
三
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
取
扱
い
に
係
る
電
子
計
算
機
及
び
端
末
装
置
の
動
作
を

記
録
し
て
い
る
こ
と
。

2



（
四
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
移
送
又
は
電
気
通
信
に
よ
り
送
信
す
る
と
き
は
、
暗
号

化
そ
の
他
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。

（
五
）
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
加
工
す
る
と
き
は
、
当
該
加
工
を
適
切
に
行
う
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

二

　

標

準

デ

ー
タ

イ
　
組
織
的
安
全
管
理
措
置

生
デ
ー
タ
の
項
イ
と
同
じ
。

ロ
　
人
的
安
全
管
理
措
置

生
デ
ー
タ
の
項
ロ
と
同
じ
。

ハ
　
技
術
的
安
全
管
理
措
置

生
デ
ー
タ
の
項
ニ
と
同
じ
。

２
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
及
び
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
保
有
者
は
、
衛
星
リ
モ
ー
ト

セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
取
扱
い
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
外
部
に
保
存
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
管
理
す
る
場
合
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
」
と
い
う
。
）
と
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
契
約
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
確
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
に
定
め
る
措
置
に
相
当
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
次
の
国
又
は
地
域
に
所
在
す
る
電
子
計
算
機
に
保
存
し
な
い
こ
と
。

イ
　
輸
出
令
別
表
第
三
の
二
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
地
域

ロ
　
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
お
い
て
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
を
脅
か
す
事
態

の
発
生
に
責
任
を
有
す
る
と
さ
れ
た
国
又
は
地
域

三
　
契
約
の
解
除
又
は
満
了
に
伴
い
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
消
去
、
返
却
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
。

四
　
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
の
委
託
に

係
る
契
約
に
お
い
て
委
託
を
受
け
た
者
が
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
旨
そ
の
他
の
委
託
を
受
け
た
者

が
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
旨
の
条
件
を
付
す
こ
と
。

３
　
前
二
項
の
措
置
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
公
益
上
の
必
要
に
よ
り
、
又
は
人
命
の
救
助
、
災
害
の
救
援
そ
の

他
非
常
の
事
態
へ
の
対
応
の
た
め
緊
急
の
必
要
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
に
つ
い
て

は
適
用
し
な
い
。

（
許
可
証
の
交
付
）

第
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る

と
と
も
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
等
）

第
九
条
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
三
（
当
該
許
可
の
申
請
に
係
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
が

コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
様
式
第
一
の
二
）
に
よ
る

申
請
書
に
、
第
四
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン

シ
ン
グ
装
置
に
係
る
前
条
の
許
可
証
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
変
更
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と

も
に
、
許
可
証
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。

一
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
業
務
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
の
氏
名
の
変
更
で
あ
っ

て
、
役
員
又
は
使
用
人
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二
　
申
請
者
以
外
の
者
が
操
作
用
無
線
設
備
等
又
は
受
信
設
備
の
管
理
を
行
う
場
合
の
そ
の
管
理
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
管
理
を
行
う
者
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
質
的
な

変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

４
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
に
、
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
に
係
る

前
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
第
一
項
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
条
　
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
対
応
変
換
符
号
又
は
対
応
記
録
変
換
符
号
を
用
い
な
け
れ
ば
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。

二
　
周
波
数
を
複
数
具
備
し
使
い
分
け
て
通
信
す
る
こ
と
。

三
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
を
使
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
み
が
操
作
用
無
線
設
備
を
操
作
で
き
る

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

２
　
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
八
条
第
五
項
の
変
換
符
号
等
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ

適
切
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
十
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
一
条
　
法
第
十
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
法
第
十
条
第
二
項
の
受
信
設
備
に
向
け
て
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
行
わ
な
い
こ
と
。

二
　
記
録
変
換
符
号
を
変
更
す
る
こ
と
。

（
故
障
時
等
の
届
出
）

第
十
二
条
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
十
三
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
操
作
を
行
う
た
め
の
信
号
を
送
信
し
た
日
時
、
そ
の
内
容
及
び
当
該
信

号
の
送
信
に
用
い
た
操
作
用
無
線
設
備
等
の
場
所

二
　
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
日
時
、
対
象
範
囲
及
び
こ
れ
ら
を
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
（
以
下
「
識
別
符
号
」
と
い
う
。
）

三
　
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
を
地
上
に
送
信
し
た
日
時
及
び
そ
の
受
信
に
用
い
た
受
信
設
備
の
場
所

四
　
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
の
加
工
又
は
消
去
の
状
況

五
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
他
の
者
に
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ

ン
グ
記
録
の
識
別
符
号
、
区
分
及
び
提
供
日
時
並
び
に
そ
の
提
供
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
が

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
番
号

２
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行

う
場
合
は
、
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」

と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
ご
と
に
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ

ン
シ
ン
グ
装
置
の
操
作
を
行
う
た
め
の
信
号
の
送
信
、
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
の
記
録
、
検
出
情
報
電
磁
的
記
録

の
地
上
へ
の
送
信
、
検
出
情
報
電
磁
的
記
録
の
加
工
若
し
く
は
消
去
又
は
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提

供
を
行
う
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
そ
の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
四
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
及
び
譲
渡
人
に
係
る
第
八
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
譲
渡
及
び
譲
受
け
の
価
格
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二
　
譲
受
人
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

三
　
譲
受
人
が
法
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
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四
　
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し

五
　
譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、

近
の
損
益
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
事
業
報
告
書

六
　
譲
渡
人
又
は
譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
譲
渡
又
は
譲
受
け
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員
総
会

の
決
議
録
又
は
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書
又
は
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
に
関
す
る
意
思
の
決

定
を
証
す
る
書
類

２
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
譲
渡
人
に
係
る
第
八
条
の
許
可
証
の
写
し

を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及

び
被
承
継
者
に
係
る
第
八
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
併
の
方
法
及
び
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

書
類

三
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
が
法
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
旨
を
誓
約
す
る
書
類

四
　
合
併
契
約
書
の
写
し
及
び
合
併
比
率
説
明
書

五
　
合
併
に
よ
り
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
し
、
事
業
を
経
営
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の

総
額
、
内
訳
及
び
調
達
方
法
が
記
載
さ
れ
た
資
金
計
画
書

六
　
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
現
に
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
事
業
を
経
営
し
て
い
な
い

と
き
は
、

近
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
事
業
報
告
書

七
　
合
併
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員
総
会
の
決
議
録
又
は
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書

又
は
合
併
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

４
　
法
第
十
三
条
第
四
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及

び
被
承
継
者
に
係
る
第
八
条
の
許
可
証
の
写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
分
割
の
方
法
及
び
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
類

二
　
分
割
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
事
業
を
承
継
す
る
法
人
に
係
る
第
四
条
第
二

項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

三
　
分
割
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
法
第
六
条
第
三
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類

四
　
分
割
契
約
書
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
分
割
計
画
書
）
の
写
し
及
び
分
割
比
率
説
明
書

五
　
分
割
に
よ
り
法
人
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
関
し
、
事
業
を
経
営
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の

総
額
、
内
訳
及
び
調
達
方
法
が
記
載
さ
れ
た
資
金
計
画
書

六
　
吸
収
分
割
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
事
業
を
承
継
す
る
法
人
が
現
に
衛
星
リ

モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
に
係
る
事
業
を
経
営
し
て
い
な
い
と
き
は
、

近
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計

算
書
及
び
事
業
報
告
書

七
　
分
割
に
関
す
る
株
主
総
会
若
し
く
は
社
員
総
会
の
決
議
録
又
は
無
限
責
任
社
員
若
し
く
は
総
社
員
の
同
意
書

又
は
分
割
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

（
死
亡
の
届
出
）

第
十
五
条
　
相
続
人
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
を

内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
終
了
措
置
を
講
じ
た
旨
の
届
出
）

第
十
六
条
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き

は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
等
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
）

第
十
七
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
操
作
用
無
線
設
備
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
に
そ
の
地
上
放
射
等
電
磁
波
を

検
出
す
る
機
能
を
停
止
す
る
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
。

二
　
操
作
用
無
線
設
備
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
に
電
源
を
供
給
し
な
い
信
号
を

送
信
す
る
こ
と
。

２
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
操
作
用
無
線
設
備
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
衛
星

リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
に
再
開
信
号
を
受
信
す
る
ま
で
そ
の
地
上
放
射
等
電
磁
波
を
検
出
す
る
機
能
を
停
止

す
る
信
号
を
送
信
す
る
と
と
も
に
当
該
再
開
信
号
及
び
そ
の
作
成
方
法
に
関
す
る
情
報
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け

出
る
措
置
と
す
る
。

（
解
散
の
届
出
）

第
十
八
条
　
清
算
人
又
は
破
産
管
財
人
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十

二
に
よ
る
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
取
消
し
等
を
行
う
場
合
の
手
続
）

第
十
九
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消

し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
と
き
は
、
そ

の
旨
を
書
面
に
よ
り
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
に
通
知
し
、
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン

グ
装
置
に
係
る
第
八
条
の
許
可
証
の
返
納
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提
供
の
方
法
等
）

第
二
十
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提
供
の
相
手
方
以
外
の
者
が
当
該
衛
星
リ

モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
得
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と
し
て
内
閣

府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一
　
暗
号
そ
の
他
そ
の
内
容
を
容
易
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
通
信
の
方
法

二
　
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
に
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
暗
号
化
し
た
上
で
記
録
し
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク

等
に
よ
り
提
供
す
る
方
法

２
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
保
有
者
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン

グ
記
録
を
提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
提
供
の
相
手
方
に
対
し
、
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
証

を
提
示
さ
せ
る
と
と
も
に
、
第
二
十
二
条
に
定
め
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分
を
明
示
す
る
も
の

と
す
る
。

３
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
保
有
者
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
定
め
る
衛
星
リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
使
用
者
に
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
名
称
及
び
種
類
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

第
二
十
二
条
に
定
め
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
取
扱
機
関
に
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を

提
供
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
そ
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当
該
衛
星
リ
モ
ー

ト
セ
ン
シ
ン
グ
装
置
の
名
称
及
び
種
類
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
名
称
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
緊
急
の
必
要
に
よ
り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
提
供
す
る
場
合
の
手
続
）

第
二
十
一
条
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
保
有
者
は
、
災
害
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
の
災
害
を
い
う
。
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
人
命
の
救
助
、
災
害
の
救
援
そ
の
他
非
常
の
事
態
へ
の
対
応
（
国
際
的
な
協
力
の
下
に
対
応
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
た
め
緊
急
の
必
要
に
よ
り
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
提
供
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
事
態
の
内
容

二
　
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提
供
の
経
緯

三
　
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分

四
　
当
該
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
範
囲
及
び
期
間

五
　
提
供
の
相
手
方
（
当
該
相
手
方
か
ら
更
に
提
供
さ
れ
た
相
手
方
を
含
む
。
）
の
氏
名
又
は
名
称

２
　
前
項
の
書
面
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
そ
の

他
の
必
要
な
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。

衛
星
リ
モ
ー

ト
セ
ン
シ
ン

グ
記
録
の
区

分

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
内
容

一

光
学
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
生
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

二

Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
生
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

三

ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
生
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

四

熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
生
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

五

光
学
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
標
準
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

六

Ｓ
Ａ
Ｒ
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
標
準
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

七

ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
標
準
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

八

熱
赤
外
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
標
準
デ
ー
タ
で
あ
る
も
の

（
認
定
の
申
請
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
申
請
書
を
内
閣
総

理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

（２）
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す

る
書
類

（３）
　
使
用
人
（
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ｂ
　
当
該
使
用
人
が
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

ロ
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

（１）
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

（２）
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す

る
書
類

（３）
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ホ
の
役
員
（
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
役
員
」
と

い
う
。
）
及
び
使
用
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

ａ
　
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ｂ
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約

す
る
書
類

二
　
第
七
条
に
定
め
る
措
置
に
関
す
る
書
類

三
　
受
信
設
備
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
受
信
設
備
の
場
所
、
構
造
及
び
性
能
並
び
に
こ
れ
ら
の
管
理
方
法
が
記
載
さ
れ
た
書
類

ロ
　
申
請
者
以
外
の
者
が
受
信
設
備
の
管
理
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
管
理
を
行
う
者
に
係
る
第
八
条
の
許
可

証
の
写
し
又
は
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
証
の
写
し

四
　
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ニ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）

第
二
十
三
条
の
二
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ニ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
取
扱
い
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
使
用
人
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
ホ
及
び
ヘ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で

あ
っ
て
、
当
該
申
請
者
の
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
に
関
す
る
権
限
及
び
責
任
を

有
す
る
者
と
す
る
。

（
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）

第
二
十
五
条
　
法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
利
用
の
目
的
が
国
際
社
会
の
平
和
の
確
保
等
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
利
用
の
目
的
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録

の
分
析
又
は
加
工
の
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
第
七
条
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
場
所
が
次
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
に
所
在
し
な
い
こ
と
。

イ
　
輸
出
令
別
表
第
三
の
二
又
は
別
表
第
四
に
掲
げ
る
地
域

ロ
　
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
お
い
て
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
を
脅
か
す
事
態

の
発
生
に
責
任
を
有
す
る
と
さ
れ
た
国
又
は
地
域

五
　
受
信
設
備
が
前
号
に
掲
げ
る
国
又
は
地
域
に
所
在
し
な
い
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
国
際
社

会
の
平
和
の
確
保
等
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
認
定
証
の
交
付
）

第
二
十
六
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
す
る
と
と
も
に
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
認
定
証
の
有
効
期
間
は
、
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
と
す
る
。

（
認
定
の
更
新
の
申
請
）

第
二
十
七
条
　
前
条
第
一
項
の
認
定
の
更
新
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま

で
に
、
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の

認
定
証
の
写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
準
用
す
る
。

（
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
六

に
よ
る
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
認
定
の
申
請
等
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
る
申
請
書
に
、
第
二
十
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の

う
ち
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
証
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
変

更
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る

と
と
も
に
、
認
定
証
を
書
き
換
え
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

と
す
る
。

一
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
の
氏
名
の
変
更
で
あ
っ

て
、
役
員
又
は
使
用
人
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

二
　
申
請
者
以
外
の
者
が
受
信
設
備
の
管
理
を
行
う
場
合
の
そ
の
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
変
更
で
あ

っ
て
、
当
該
管
理
を
行
う
者
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
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三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
質
的

な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の

４
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
に
、
変
更
事
項
に
係
る
書
類
及
び
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
認
定
証
の

写
し
を
添
え
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提
供
を
受
け
、
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
お
け
る
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン

シ
ン
グ
記
録
の
識
別
符
号

二
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
区
分

三
　
当
該
提
供
を
受
け
、
又
は
当
該
提
供
を
行
っ
た
日
時

四
　
当
該
提
供
を
受
け
、
又
は
当
該
提
供
を
行
っ
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
者
が
法
第
二
十
一
条
第

四
項
の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
番
号

五
　
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
加
工
又
は
消
去
の
状
況

２
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成

を
行
う
場
合
は
、
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
当
該
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
提
供
を
受
け
、
若
し
く

は
提
供
を
行
い
、
又
は
衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
加
工
若
し
く
は
消
去
を
行
う
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
そ
の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
等
を
行
う
場
合
の
手
続
）

第
三
十
一
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
の
認
定
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
認
定
の
効
力
を
停
止
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
書
面
に
よ
り
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
者
の
身
分
証
明
書
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
十
九
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
書
面
の
用
語
等
）

第
三
十
三
条
　
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
日
本
語
で
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先
に
つ
い
て
は
、
外
国
語
で
記
載
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
申
請
書
、
届
出
書
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
書
面
に
添
え
る
書
類
は
、
日
本
語
又
は

英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る

翻
訳
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
前
項
の
書
類
が
同
項
に
定
め
る
言
語
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

第
二
条
　
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
許
可
又
は
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
お
い
て

も
、
第
四
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
内
閣
府
令
第
二
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
八
四
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
二
二
日
内
閣
府
令
第
八
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
四
条
関
係
）

様式第一（第四条関係） 

許可申請書 

 

                                 年 月 日  

内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    

 下記のとおり、衛星リモートセンシング装置の使用の許可を受けたいので、衛星リモー

トセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第４条第２項の規定により、申請し

ます。 

 

記 

 

 １ 衛星リモートセンシング装置の使用に関する事項  

衛星リモートセンシング装置

の名称、種類、構造及び性能 

 

 

名称： 

種類：□光学センサー □ＳＡＲセンサー  

   □ハイパースペクトルセンサー  

   □熱赤外センサー 

構造：  

性能： 

衛星リモートセンシング装置

が搭載された地球周回人工衛

星の軌道 

 

軌道長半径： 

離心率： 

軌道傾斜角： 

昇交点赤経： 

近地点引数： 

近地点通過時刻： 

操作用無線設備等の場所、構

造及び性能並びにこれらの管

理の方法 

場所： 

構造： 

性能： 

管理の方法： 

受信設備の場所、構造及び性

能並びにその管理の方法 

 

場所： 

構造： 

性能： 

管理の方法： 

衛星リモートセンシング記録

の管理の方法 
 

申請者が個人である場合には

、死亡時代理人の氏名又は名

称及び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

衛星リモートセンシング装置

の使用に係る業務を行う役員

又は使用人の氏名及び住所 

氏名： 

住所： 

申請者以外の者が操作用無線

設備等の管理を行う場合には

、これらの管理を行う者の氏

名又は名称及び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

申請者以外の者が受信設備の

管理を行う場合には、その管

理を行う者の氏名又は名称及

び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

衛星リモートセンシング記録

の利用の目的及び方法 

目的：  

方法： 

  

２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及び

国籍 

名称： 

出資比率： 

国籍： 

主要取引先 
 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

４条第２項各号に掲げる書類を添付すること。 
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様
式
第
一
の
二
（
第
四
条
関
係
、
第
九
条
関
係
）

 

様式第一の二（第四条関係、第九条関係） 

許可申請書 

 

                                             年  月 日  

内閣総理大臣 殿 

 

                      （郵便番号） 

                       住   所  

                       氏   名  

                      （法人にあっては、名称） 

                       連絡先  

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング装置（コンステレーション衛星リモートセンシング装置）について申請します。 

  □衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第４条第２項の規定に基づく申請 

  □衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第７条第１項の規定に基づく申請  

 

記  

 

１ 衛星リモートセンシング装置の使用に関する事項 

（１）  衛星リモートセンシング装置に関する事項 

許可番号 

 

 

 

衛星リモー

トセンシン

グ装置の名

称 

種類 

 

 

 

構造及び性能 

 

 

 

リモートセンシング装置が搭載された地球

周回人工衛星の軌道（軌道長半径、離心

率、軌道傾斜角、昇交点赤径、近地点引

数、近地点通過時刻）  

申請 

内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  本申請に関するコンステレーション衛星リモートセンシング装置を記載し、許可番号を有する場合は、許可番号を 

   記入すること。  

    新たに使用許可を受けるものは「申請内容」の欄に「新規」、使用の変更の許可を受ける場合は「申請内容」の欄 

   に「変更」と記入すること。  

 

 

（２）操作用無線設備に関する事項 

名称 

 

 

 

 

 

 

場所 

 

 

 

 

 

 

構造及び性能 

 

 

 

 

 

 

管理の方法 

 

 

 

 

 

 

申請者以外が

管理を 行 う

場 合 に おけ

る 管 理 を行

う 者 の 氏名

又 は 名 称及

び 住 所  

操作する衛星リ

モートセンシン

グ装置の許可番

号（現状） 

 

 

 

操作する衛星リ

モートセンシン

グ装置の許可番

号（申請後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請内容  

 

 

備考 使用許可を受ける衛星リモートセンシング装置を操作する場合には、許可番号ではなく、衛星リモートセンシング 

  装置の名称を記入すること。 

 

（３）受信設備に関する事項 

名称 

 

 

 

 

 

 

場所 

 

 

 

 

 

 

構造及び性能 

 

 

 

 

 

 

管理の方法 

 

 

 

 

 

 

申請者以外が

管理を 行 う

場 合 に おけ

る 管 理 を行

う 者 の 氏名

又 は 名 称及

び 住 所  

受信する衛星リ

モートセンシン

グ装置の許可番

号（現状） 

 

 

 

受信する衛星リ

モートセンシン

グ装置の許可番

号（申請後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 内 容  

 

 

備考  使用許可を受ける衛星リモートセンシング装置から受信する場合には、許可番号ではなく、衛星リモートセンシング 

     装置の名称を記入すること。  
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（４）管理に関する事項 

衛星リモートセンシング記

録の管理の方法 

 

 

申請者が個人である場合に

は、死亡時代理人の氏名又

は名称及び住所 

氏名又は名称：  

住所：  

 

衛星リモートセンシング装

置の使用に係る業務を行う

役員又は使用人の氏名及び

住所 

氏名：  

住所：  

 

衛星リモートセンシング記

録の利用の目的及び方法 

目的：  

方法：  

申請内容  

 

 

 

２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及

び国籍 

 

名称： 

出資比率：  

国籍：  

主要取引先  

 

申 請 内 容  

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 ２ 許可申請を行う場合、当該装置について、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則

第４条第２項各号に掲げる書類を添付し、「申請内容」の欄に申請の概要を記載すること。また、許可の変更申請を行

う場合、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第４条第２項第２号から第６号に掲

げる書類のうち変更事項に係る書類及び許可証を添付し、「申請内容」の欄に申請の概要を記載すること。  

 

様
式
第
二
（
第
八
条
関
係
）

 

様式第二（第八条関係） 

                                  許 可 証 

 

 申請のあった衛星リモートセンシング装置の使用について、衛星リモートセンシング記 

録の適正な取扱いの確保に関する法律第４条第１項の規定により許可する。 

 

                             内閣総理大臣    

 

１ 氏名又は名称 

   

 

２ 許可を受けた衛星リモートセンシング装置 

許可年月日 許可番号 衛星リモートセンシング装置の名称 種類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３ 許可に付した条件 

許可番号 条件 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

４ 備考 
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様
式
第
三
（
第
九
条
関
係
）

様式第三（第九条関係） 

変更の許可申請書 

許可番号  

許可年月日  

                                 年 月 日   

内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    

 下記のとおり、衛星リモートセンシング装置の使用の変更の許可を受けたいので、衛星

リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第７条第１項の規定により、

申請します。 

記 

 

 １ 衛星リモートセンシング装置の使用に関する変更事項  

衛星リモートセンシング装置

の名称、種類、構造及び性能 

 

 

名称： 

種類：□光学センサー □ＳＡＲセンサー  

   □ハイパースペクトルセンサー  

   □熱赤外センサー 

構造：  

性能： 
衛星リモートセンシング装置

が搭載された地球周回人工衛

星の軌道 

軌道長半径： 

離心率： 

軌道傾斜角： 

昇交点赤経： 

近地点引数： 

近地点通過時刻： 
操作用無線設備等の場所、構

造及び性能並びにこれらの管

理の方法 

場所： 

構造： 

性能： 

管理の方法： 
受信設備の場所、構造及び性

能並びにその管理の方法 

 

場所： 

構造： 

性能： 

管理の方法： 

衛星リモートセンシング記録

の管理の方法 
 

申請者が個人である場合には

、死亡時代理人の氏名又は名

称及び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

衛星リモートセンシング装置

の使用に係る業務を行う役員

又は使用人の氏名及び住所 

氏名： 

住所： 

申請者以外の者が操作用無線

設備等の管理を行う場合には

、これらの管理を行う者の氏

名又は名称及び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

申請者以外の者が受信設備の

管理を行う場合には、その管

理を行う者の氏名又は名称及

び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

衛星リモートセンシング記録

の利用の目的及び方法 
目的：  

方法： 
  

２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及び

国籍 
名称： 

出資比率： 

国籍： 
主要取引先 

 
 

備考 １ 変更に係る事項のみ記入し、併せてその理由を記入すること。  

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

３ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

４条第２項項第２号から第６号までに掲げる書類のうち変更事項に係る書類及

び許可証を添付すること。  
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様
式
第
四
（
第
九
条
関
係
）

 

様式第四（第九条関係） 

 

    衛星リモートセンシング装置使用者変更届出書（氏名等、軽微な変更） 

 

                                   年 月 日 

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称） 

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第７条 

第２項に規定される変更をしたので、同項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

記 

許可番号及び 

許可年月日 

 

 

 

 

 

変更の内容 

 

 

 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 当該変更が行われたことを証する書類及び許可証の写しを添付すること。 

 

様
式
第
五
（
第
十
二
条
関
係
）

 

様式第五（第十二条関係） 

 

                 故障時等届出書 

 

                                  年 月 日 

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称） 

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、終了措置を講ずることなく衛星リモートセンシング装置の使用を行うこ 

とができなくなり、かつ、回復する見込みがなくなったので、衛星リモートセンシング記 

録の適正な取扱いの確保に関する法律第１１条の規定により、届け出ます。 

記 

許可番号及び許可年月日  

故障等が発生した年月日等  年  月  日  時  分 

回復する見込みがなくなったと判断した年

月日等 

  年  月  日  時  分 

 

事故等の内容 

 

 

 

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様
式
第
六
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第六（第十四条関係） 

譲渡及び譲受け認可申請書  

 

                                年  月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （譲渡人）（郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    （譲受人）（郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１３

条第１項の規定により、衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡及び譲受け

について認可を受けたいので申請します。  

 

記 

 

 衛星リモートセンシング装置使用者の地位の承継に関する事項  

承継年月日  年  月  日 
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住

所 
（譲渡人）氏名又は名称：  

          住所： 

（譲受人）氏名又は名称：  

     住所： 

譲渡及び譲受けの理由  

譲渡及び譲受けに係る衛星リモートセン

シング装置の許可番号及び許可年月日 
許可番号： 

許可年月日： 
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

１４条第１項各号に掲げる書類及び譲渡人の許可証の写しを添付すること。

  

様
式
第
七
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第七（第十四条関係） 

譲渡届出書 

 

                                 年 月 日 

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                     

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１３

条第２項に規定される事業の譲渡を行うので、同項の規定により、届け出ます。  

 

記 

 

譲渡予定年月日  年  月  日 
譲渡人の氏名又は名称及び住所 

 

氏名又は名称： 

住所： 

譲渡の理由 
 

譲渡に係る衛星リモートセンシング装置

の許可番号及び許可年月日 
許可番号： 

許可年月日： 
譲受人が用いる操作用無線設備の場所  

 

場所： 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

１４条第１項各号に掲げる書類及び譲渡人の許可証の写しを添付すること。  
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様
式
第
八
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第八（第十四条関係） 

合併認可申請書 

 

                                年  月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     合併する法人の名称         

                     連 絡 先 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     合併する法人の名称         

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１３

条第３項の規定により、法人の合併後の地位の承継について認可を受けたいので申請しま

す。 

記 

 

 衛星リモートセンシング装置使用者の地位の承継に関する事項  

承継年月日   年  月  日 
合併後存続する法人又は合併により設立

される法人の名称及び住所 
名称： 

住所： 

合併の理由  

合併に係る衛星リモートセンシング装置

の許可番号及び許可年月日 

 

許可番号： 

許可年月日： 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

１４条第３項各号に掲げる書類及び被承継者の許可証の写しを添付すること。  

 

 

 

様
式
第
九
（
第
十
四
条
関
係
）

様式第九（第十四条関係） 

分割認可申請書 

 

                                 年 月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     分割する法人の名称         

                     連 絡 先 

                     

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１３

条第４項の規定により、法人の分割後の地位の承継について認可を受けたいので申請しま

す。 

記 

 

 衛星リモートセンシング装置使用者の地位の承継に関する事項  

承継年月日  年  月  日 
分割により衛星リモートセンシング装置

の使用に係る事業を承継する法人の名称

及び住所 

名称： 

住所： 

分割の理由 
 

分割に係る衛星リモートセンシング装置

の許可番号及び許可年月日 
許可番号： 

許可年月日： 
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

１４条第４項各号に掲げる書類及び被承継者の許可証の写しを添付すること。  

 

13



様
式
第
十
（
第
十
五
条
関
係
）

様式第十（第十五条関係） 

死亡届出書 

 

                                 年 月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                     連 絡 先 

                     

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１４

条第１項の規定により、届け出ます。  

 

記 

 

死亡した者の氏名及び住所 氏名： 

住所： 
死亡年月日   年  月  日 
死亡した者との続柄 

 

死亡した者に係る衛星リモートセンシン

グ装置の許可番号及び許可年月日 
許可番号： 

許可年月日： 
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

 

 

 

様
式
第
十
一
（
第
十
六
条
関
係
）

 

様式第十一（第十六条関係） 

 

                 終了措置届出書 

 

                                   年 月 日 

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称） 

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング装置についての終了措置を講じましたので、衛 

星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１５条第２項の規定によ 

り、届け出ます。 

記 

許可番号及び許可年月日  

終了措置を講じた年月日等   年  月  日  時  分 

終了措置を講じた理由  

終了措置の内容 

 

 

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様
式
第
十
二
（
第
十
八
条
関
係
）

様式第十二（第十八条関係）  

 

解散届出書 

 

                                 年 月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング装置使用者である法人が合併以外の事由により

解散したので、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第１６条

第１項の規定により、届け出ます。  

 

記 

 

解散した法人の名称及び住所 

 

名称： 

住所： 

解散年月日   年  月  日 
解散した法人に係る衛星リモートセンシ

ング装置の許可番号及び許可年月日 
許可番号： 

許可年月日： 
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

 

 

 

様
式
第
十
三
（
第
二
十
三
条
関
係
）

様式第十三（第二十三条関係）  

認定申請書 

 

                                 年 月 日   

内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定を受けたいので、衛星

リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第２１条第２項の規定により

、申請します。 

 

記 

 

 １ 取り扱う衛星リモートセンシング記録に関する事項  

衛星リモートセンシング記録

の区分 
 

衛星リモートセンシング記録

の利用の目的及び方法 
目的： 

方法： 
衛星リモートセンシング記録

の管理の方法 
 

衛星リモートセンシング記録

を受信設備で受信する場合に

は、その場所 

 

衛星リモートセンシング記録

の取扱いに係る業務を行う役

員又は使用人の氏名及び住所 

氏名： 

住所： 

申請者以外の者が受信設備の

管理を行う場合には、その管

理を行う者の氏名又は名称及

び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

  

２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及び

国籍 
名称： 

出資比率： 

国籍： 
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主要取引先 
 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

２３条第２項各号に掲げる書類を添付すること。  

 

様
式
第
十
四
（
第
二
十
六
条
関
係
）

 

様式第十四（第二十六条関係） 

認 定 証 

 

申請のあった衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定について、衛星リモート

センシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第２１条第１項の規定により認定する。 

  年   月   日 

 

内 閣 総 理 大 臣      

 

 

１ 氏名又は名称 

 

２ 認定番号 

 

３ 衛星リモートセンシング記録の区分 

   

４ 認定に付した条件 
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様
式
第
十
五
（
第
二
十
七
条
関
係
）

様式第十五（第二十七条関係）  

認定更新申請書 

認定番号  

認定年月日  

                                年  月 日 

内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定の更新を受けたいので

、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第２７条第１

項の規定により、申請します。  

 

記 

 

 １ 取り扱う衛星リモートセンシング記録に関する事項  

衛星リモートセンシング記録

の区分 
 

衛星リモートセンシング記録

の利用の目的及び方法 
目的： 

方法： 
衛星リモートセンシング記録

の管理の方法 
 

衛星リモートセンシング記録

を受信設備で受信する場合に

は、その場所 

 

衛星リモートセンシング記録

の取扱いに係る業務を行う役

員又は使用人の氏名及び住所 

氏名： 

住所： 

申請者以外の者が受信設備の

管理を行う場合には、その管

理を行う者の氏名又は名称及

び住所 

氏名又は名称： 

住所： 

 

 

 

 ２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及び

国籍 
名称： 

出資比率： 

国籍： 
主要取引先 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

２３条第２項各号に掲げる書類及び認定証の写しを添付すること。  
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様
式
第
十
六
（
第
二
十
八
条
関
係
）

様式第十六（第二十八条関係）  

 

再交付申請書 

 

                                 年 月 日  

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、認定証の再交付を受けたいので、衛星リモートセンシング記録の適正な

取扱いの確保に関する法律第２１条第５項の規定により、申請します。  

 

記 

 

認定証の番号及び交付年月日 認定番号： 

交付年月日： 
認定証を亡失し、又は認定証が滅失した

事情 
 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

 

 

様
式
第
十
七
（
第
二
十
九
条
関
係
）

様式第十七（第二十九条関係）  

変更の認定申請書 

認定番号  

認定年月日  

                                年  月 日 

内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

                    

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の変更の認定を受けたいので

、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第２２条第１項の規定

により、申請します。 

記 

 

 １ 取り扱う衛星リモートセンシング記録に関する事項  

衛星リモートセンシング記録

の区分 
 

衛星リモートセンシング記録

の利用の目的及び方法 
目的： 

方法： 
衛星リモートセンシング記録

の管理の方法 
 

衛星リモートセンシング記録

を受信設備で受信する場合に

は、その場所 

 

衛星リモートセンシング記録

の取扱いに係る業務を行う役

員又は使用人の氏名及び住所 

氏名： 

住所： 

申請者以外の者が受信設備の

管理を行う場合には、その管

理を行う者の氏名又は名称及

び住所 

氏名又は名称： 

住所： 
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２ 申請者に関する事項 

出資者の名称、出資比率及び

国籍 
名称： 

出資比率： 

国籍： 
主要取引先 

 

備考 １ 変更に係る事項のみ記入し、併せてその理由を記入すること。  

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

３ 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第

２３条第２項第２号から第４号までに掲げる書類のうち変更事項に係る書類及

び認定証を添付すること。

  

様
式
第
十
八
（
第
二
十
九
条
関
係
）

様式第十八（第二十九条関係）  

 

   衛星リモートセンシング記録を取り扱う者変更届出書（氏名等、軽微な変更）  

認定番号  

認定年月日  

                                 年 月 日 

 内閣総理大臣 殿 

 

                    （郵便番号） 

                     住  所 

                     氏  名             

                    （法人にあっては、名称）  

                     連 絡 先 

 

 下記のとおり、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第２２

条第２項に規定される変更をしたので、同項の規定により、関係書類等を添えて届け出ま

す。 

 

記 

 

 

 

 

変更の内容 

 

新 旧 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

 

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 当該変更が行われたことを証する書類及び認定証の写しを添付すること。  
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様
式
第
十
九
（
第
三
十
二
条
関
係
）

 

様式第十九（第三十二条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

写 
 

真 

職名及び氏名  

年  月  日生  
年  月  日発行  

第   号  

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第２７条

第２項の規定による身分証明書  

内 閣 総 理 大 臣  

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律抜粋  

第２７条  内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、衛星リモート

センシング装置使用者若しくは衛星リモートセンシング記録保有者（外国取扱者

を除く。）に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その

他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

２   前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３  第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。 

第３４条  第２７条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定

による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、１年以下の懲

役若しくは５０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

（表） 
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